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バリアフリー適合証の更新について 

 

１ 趣旨 

高齢者、障がい者等が施設等を安心して利用できるように情報提供するとともに、バリ

アフリーへの意識向上を図ることを目的として、市が定める基準を満たす施設に対して

「バリアフリー適合証」を交付している。 

交付の決定にあたっては、バリアフリー推進協議会の意見を聴取する必要があるため、

意見を求めるもの。 

 

２ バリアフリー適合証の更新  

 対象となる施設２件について、建設後、バリアフリー適合証の発行に影響する改修工事

は実施しておらず、当初申請時と変更がないことから、作業部会による現地確認は未実施。 

都市政策課及び福祉課職員にて現地確認を実施。基準への適合を確認。 

・多治見苑公民館  令和６年３月 14 日 現地確認実施 （資料２－２） 

・総合福祉センター 令和６年３月 15 日 現地確認実施 （資料２－３） 

 

対象施設 多治見苑公民館 

申請区分 

更新申請 ※３年毎に更新が必要 

Ｈ26 年度：一般適合証（初交付） 

Ｈ29 年度：一般適合証（更新） 

Ｒ２年度：一般適合証（更新） 

 

対象施設 総合福祉センター 

申請区分 

更新申請 ※３年毎に更新が必要 

Ｈ26 年度：一般適合証（初交付） 

Ｈ29 年度：一般適合証（更新） 

Ｒ２年度：一般適合証（更新） 

 

議題２ 


